
 
 

全国の弁護士会会費，入会金等について 

 

２０１１年７月 
日本弁護士連合会  

 

 

宮脇委員からの御質問への回答 

問１ 経常的負担中，いわゆる上納金，隠れ会費，賦課金等については，一覧表中

の金額に含まれているか。含まれている場合は，その内訳。 
 

【御回答】  

７月１３日提出の一覧表に記載があるのは，会費，特別会費（会館特別会費を

含む）のみであり，それ以外の費用負担は名称の別を問わず含まれておりません。 

ただし，入会時又はそれに近接する時期を期限とする会館関係の特別会費（一

時的な会費）については，「入会金等」の欄に含めて記載しております。 

 
問２ 含まれていない場合は，その金額（ないし割合）の明示 
 

【御回答】 

これらは，弁護士会の実情によって異なり，会費及び特別会費以外の負担が存

在する弁護士会もあれば，存在しない弁護士会もあります。 

また，これらは全会員が一律に負担するものではなく，その位置づけも個別に

異なるものであり，例えば当番弁護士などについては，弁護士会から実費等を支

払うなどの手当を行っております。 

当連合会では，宮脇委員からの御要請に対応するため，本件について緊急で調

査を行いました。その結果，上記を前提とした上で，別紙のとおりの資料を提供

いたします。 

 
 

 



東京弁護士会（関係部分のみ抜粋） 
 
・破産管財人等裁判所の任命する者の報酬中 5％相当額を会員特別負担金とし

て当会に納付することの(再々確認)決議の件(平成元年定時総会決議) 
○破産管財人等裁判所の任命する者の報酬中 5％相当額を会員特別負担金とし

て当会に納付することの(再々確認)決議の件(平成元年定時総会決議) 
破産法、和議法、会社更生法、商法、有限会社法に定める各種管財人、管理

人、特別清算人、保全管理人、整理委員、調査委員、監督員、検査役、職務代

行者等に裁判所から選任されたものは、裁判所の決定した報酬のうち 5％に相当

する金額を、会員特別負担金として当会に納付する。 
(平成元年 5 月 30 日総会決議) 

 
・刑事弁護人推薦に関する規則 
(刑事弁護人担当者の納付金) 
第４条 弁護士として選任された登録会員は、本会に対し、被疑者等から受け

た弁護料の 1 割を手数料として納付する。 
２ 前項の納付金は、人権救済基金に関する規則により設けられた人権救済基金

に繰り入れる。 
 
・少年付添人等の推薦に関する規則 
(少年事件担当者の納付金) 
第５条 付添人等として選任された登録会員は、本会に対し、少年等から受け

た弁護士報酬の 1 割を手数料として納付する。 
２ 前項の納付金は、人権救済基金に関する規則により設けられた人権救済基金

に繰り入れる。 
 
・犯罪被害者支援センター運営規則 
(納付金) 
第 15 条 本センターの弁護士紹介により、相談、事件等を担当した事件担当者

は、次の割合の手数料を本会に納付しなければならない。ただし、第 2 号の

うち、書類作成を除く事件の弁護士報酬の金額が金 5 万円以下の場合には、

その納付を免除する。 
(1) 継続法律相談は、相談料の 10％ 
(2) 事件受任は、着手金、報酬金又は手数料について、次の区分に応じた割合 

金 100 万円以下の部分 10％ 
金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
金 500 万円を超える部分 20％ 



 
・法律相談センター運営規則 
(事件受任・報酬金審査の手続等) 
第 16 条 事件受任の要件及び報酬金の審査の手続等の細目は、細則で定める。 
 
(納付金) 
第 24 条 本センターの法律相談、事件等を担当した弁護士会員は、次の割合の

手数料及びこれに対する消費税額を本会に納付しなければならない。ただし、

第 4 号のうち、弁護士報酬の金額が金 5 万円以下の場合には、その納付を免

除する。 
(1) 第 11 条の 2 第 1 項ただし書きに定められた法律相談は、相談料の 20％ 
(2)及び(3) 削除 
(4) 事件受任は、弁護士報酬について、次の区分に応じた割合 

金 100 万円以下の部分 10％ 
金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
金 500 万円を超える部分 20％ 

２ 特別事件については、規則又は細則で前項と異なる定めをすることができ

る。 
(消費税) 
第 24 条の 2 この規則及びこの規則に基づく各細則における日当、報酬金等

に関する金額にはこれらに対する消費税に相当する額を含まない。ただし、本

センターにおいて受任する業務で作成する契約書等には消費税分を合算して表

示しなければならない。 
 
・民事介入暴力被害者救済センター運営規則 
(納付金) 
第 17 条 本センターの弁護士紹介により、民暴相談、民暴事件等を担当した事

件担当者は、次の割合の手数料を本会に納付しなければならない。ただし、

第 4 号のうち、書類作成を除く事件の弁護士報酬の金額が金 5 万円以下の場

合には、その納付を免除する。 
(1) 本センターの法律相談は、相談料の 20％ 
(2) 外部法律相談又は法律講演は、相談料又は講演料の 10％ 
(3) 法律顧問は、受任以後 3 年間について、顧問料の 10％ 
(4) 事件顧問は、着手金、報酬金又は手数料について、次の区分に応じた割合 

金 100 万円以下の部分 10％ 
金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
金 500 万円を超える部分 20％ 



 
・東京弁護士会遺言センター規則 
(手数料の納付) 
第 10 条 法律相談を担当した弁護士会員は、相談料の額の 2 割を本会に納付し

なければならない。 
２ 遺言書作成及び遺言執行を担当した弁護士会員は、受領した手数料の額の 1
割を本会に納付しなければならない。 

 
・弁護士紹介センター運営規則 
(納付金) 
第 25 条 本規則に基づき紹介及び推薦を受けた弁護士会員は、本会に対し、受

領した弁護士報酬に対し次の割合の手数料及びこれに対する消費税額（以下

「納付金」という。）を納付しなければならない。ただし、規則又は細則にこ

れと異なる定めのあるときは、この限りでない。 
(1) 外部団体等主催の法律相談等は、相談料又は講演料の 10％ 
(2) 法律顧問は、受任から 6 か月を経過した後、その収受した顧問料の 2 か月分

相当額。ただし、6 か月経過以前に法律顧問契約が終了したときはこの限りで

ない。 
(3) 第 17 条の法律相談は、相談料の 20％ 
(4) 特定分野紹介対象弁護士が事件等を受任した場合は、弁護士報酬について、

次の区分に応じた割合。ただし、弁護士報酬が金 50,000 円以下の場合には、

その納付を免除する。 
金 1,000,000 円以下の部分 10％ 
金 1,000,000 円を超え金 5,000,000 円以下の部分 15％ 
金 5,000,000 円を超える部分 20％ 

(5) 事業者向け対象弁護士が事件等を受任した場合の納付金は、部門ごとに要綱

で定める。ただし、要綱に定めのない場合は、弁護士報酬の 10％とする。 
(6) 第 12 条に基づき事件等を受任した場合の納付金は、細則で別に定める。 
２ 手数料算定の基準となる弁護士報酬には、消費税を含まないものとする。 
 
・高齢者・障害者総合支援センター運営規則 
(納付金) 
第 17 条 この規則に基づき専門法律相談を担当し、財産管理等又は事件を受任

した登録弁護士は、次の割合の納付金を本会に納付しなければならない。た

だし、第 5 号のうち書類作成を除く事件の弁護士報酬の金額が金 5 万円以下

の場合には、その納付を免除する。 
(1) 専門法律相談の法律相談料の 20％ 



(2) 外部法律相談又は法律講座は、相談料又は講演料の 10％ 
(3) 法律顧問は、受任以後 3 年間について、顧問料の 10％ 
(4) 財産管理等は、手数料又は月額報酬(ただし、契約の効力が生じた後 3 年間

に限る。)の 10％ 
(5) 事件受任は、弁護士報酬について、次の区分に応じた割合 

金 100 万円以下の部分 10％ 
金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
金 500 万円を超える部分 20％ 

２ 委員会は、当該事件の性質に鑑み特に必要な場合には、前項と異なる定め

をすることができる。 
 
・成年後見人等候補者推薦に関する規則 
(納付金) 
第８条 成年後見人等として選任された弁護士会員は、本会に対し、裁判所の

決定した報酬のうち 5％に相当する金額を、決定後遅滞なく、納付しなければ

ならない。ただし、裁判所の決定した報酬を受領できなかった部分について

は、この限りでない。 
 
・東京家庭裁判所後見センターに対して名簿提出の方法により推薦された弁護

士会員が裁判所から成年後見人等に選任された場合の報酬納付金に関する規則 
 
東京弁護士会（以下「本会」という。）が東京家庭裁判所後見センターに対し

て名簿提出の方法により成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人、成年後

見監督人、保佐監督人、補助監督人及び任意後見監督人をいう。以下同じ。）の

候補者として推薦した弁護士会員は、裁判所から成年後見人等に選任された場

合には、本会に対し、裁判所の決定した報酬のうち 5％に相当する金額を、その

受領後遅滞なく、納付しなければならない。ただし、裁判所の決定した報酬の

うち受領できなかった部分に対するものについては、この限りでない。 
 
・東京弁護士会住宅紛争審査会専門家相談運営規則 
(納付金) 
第 14 条 この規則により、相談、事件等を担当した個別相談担当者等は、次の

各号に掲げる業務の種別に応じ、当該各号に定める割合の手数料を本会に納

付しなければならない。ただし、第 2 号に掲げる業務のうち、書面作成を除

く事件の弁護士報酬の金額が金 5 万円以下の場合については、その納付を免

除する。 
(1) 法律相談 相談料等の 10％ 



(2) 事件受任 着手金、報酬金又は手数料について、次に掲げる区分に応じ、当

該アからウまでに定める割合 
ア 金 100 万円以下の部分 10％ 
イ 金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
ウ 金 500 万円を超える部分 20％ 

 
・事業者への弁護士推薦制度運営規則 
(納付金) 
第 5 条 担当弁護士は、本会に対し、取扱い要綱に定める金額を納付する。 
 
・事業者への弁護士推薦制度取扱要綱 
第 5 条 法律相談を担当した担当弁護士は、相談料の 20％の割合の手数料を本

会に納付しなければならない。 
２ 事件を受任した担当弁護士(以下「受任弁護士」という。)は、着手金、報酬

金又は手数料について、次の区分に応じた割合の手数料を本会に納付しなけ

ればならない。 
金 100 万円以下の部分 10％ 
金 100 万円を超え金 500 万円以下の部分 15％ 
金 500 万円を超える部分 20％ 

 
・会務活動等に関する会規 
第２条 
５ 本会に対し、会務活動等に参加できない理由を書面で申し出て、1 年度につ

き 5 万円の会務活動等負担金を納付した弁護士会員は、第 1 項に規定する会

務活動等に参加したものとみなす。 
 























●横浜弁護士会総合法律相談センター運営細則（抜粋） 
 
（負担金会費） 
第二十条 訴訟事件等を担当した弁護士が，事件の弁護士報酬を収受したときは，その額の十％

（個人の任意整理事件，個人の自己破産事件及び個人の民事再生事件にあっては五％）の割合

の金額を，規則第十八条第二項第一号の規定に基づく法律相談センター負担金会費としてセン

ターに納付しなければならない。ただし，収受した額が，着手金，報酬金又は手数料の各々に

つき金十万円に満たない場合は，この限りではない。 
２ 委員会は，訴訟事件を担当した弁護士が金十万円以上の弁護士報酬を収受したときでも，事

件の難易等を斟酌し，前項の負担金会費を減免することができる。 
３ 派遣相談担当者名簿に基づき派遣された弁護士が引き続き訴訟事件等を担当するに至った場

合の第一項ただし書及び前項の規定の適用については，「金十万円」とあるのは，「金二十万円

（複数の弁護士が担当するに至った場合は各弁護士が収受した額の合計額が金二十万円）」とす

る。 
４ 顧問契約を締結し，顧問料を収受した顧問弁護士は，その契約締結から一年の間に収受した

顧問料の二十五％の割合の金額を，規則第十八条第二項第二号の規定に基づく法律相談センタ

ー負担金会費としてセンターに納付しなければならない。 
５ 国，地方公共団体その他の団体からの本会への委託による法律相談を担当した弁護士が相談

報酬を収受したときは，その額の二十％の割合の金額を，規則第十八条第二項第三号の規定に

基づく法律相談センター負担金会費としてセンターに納付しなければならない。 
 
 
●横浜弁護士会住宅・建設紛争対策委員会設置規則（抜粋） 
 
（負担金会費） 
第三条 会規第十二条第二項の規定により，本会が本会会員たる指名住宅紛争処理委員に対して

求める住宅紛争処理負担金会費の割合は，一割以上で委員会が定める割合とする。 
２ （省略） 
 
※同委員会は，「一割」と定めている。 
 
 
●横浜弁護士会公益活動・委員会活動等分担金に関する規則（抜粋） 
 
（公益活動等の範囲，評価ポイント，分担金算定方法等） 
第二条 （略） 
２ 各会員について年度ごとの必要な評価ポイントの合計数は，十二ポイントとする。 
３ 会員が納付すべき分担金の額は，当該会員の年度ごとの評価ポイントの合計数が十二ポイン

トに達しなかった場合の不足するポイント数に一万円を乗じた額とする。 
 
（新入会員の分担金の免除） 
第四条 本会に新たに入会した会員については，入会した年の翌々年三月三十一日までの年度に

ついて算定される分担金の全部の納付を免除する。 
 



●愛知県弁護士会負担金規程 会規（抜粋） 
 
（紹介等負担金） 
第３条 会員及び外国特別会員は、本会から次に掲げる事件等の紹介等を受けた場合は、それぞ

れ、次に定める負担金を納付しなければならない。ただし、有料法律相談又は出張法律相談よ

り第４号、第６号又は第７号の法律事務処理に移行したときは、その法律事務処理の負担金の

みとする。 
 
一  有料法律相談  金１，５００円   
二  出張法律相談  相談料の一割   
三  無料法律相談（ただし、本会から法律扶助費が支払われる場合を除く。）  相談委託料の一割   
四  法律事務処理（第６号、第７号、第１２号及び第１３号の法律事務処理等を除く。）  金５，

０００円   
五  削除    
六  少年事件の法律事務処理  金５，０００円   
七  刑事事件の法律事務処理  受領した着手金及び報酬金の各一割   
八  顧問弁護士  顧問料の３か月分   
九  鑑定人  鑑定料の一割   
十  講演会の講師  講演料の一割   
十一  原稿の執筆  原稿料の一割   
十二  愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営規則第２条第１号又は第３号、同第

７条の斡旋により受任した財産管理支援業務  受領した手数料、着手金及び報酬金の各７パー

セント（ただし、継続的に受領するものについては、毎年４月１日から翌年３月３１日までに

受領した金額の合計額の７パーセント）   
十三  犯罪被害者又はその遺族等の依頼による法律事務処理  金５，０００円   
 
（紹介等負担金の減免） 
第４条 法律事務処理につき、当該事件が人権侵犯事件その他特別な事情の存する案件で、適正

かつ妥当な弁護士報酬額の支払を受けることが困難な場合には、別に規則の定めるところによ

り、前条の負担金を減免することができる。 
２ 法律事務処理につき、日本司法支援センターの扶助決定があったときは、前条の負担金を免

除する。 
３ 前条第１２号に規定する業務によって受領した手数料、着手金又は報酬金の額がそれぞれ５

万円以下の場合であって、同号の割合により算出した額が５００円を超えるときは、納付すべ

き負担金を５００円とし、同じく算出した額が５００円未満のときは、負担金を免除する。同

号ただし書に規定する場合で毎年４月１日から翌年３月３１日までに受領した金額の合計が５

万円以下の場合も同様とする。 
４ 犯罪被害に関する法廷同行支援業務報酬基準規則に定める法廷同行支援業務を受任した場合

は、前条の規定にかかわらず負担金を免除する。地方自治体等の委託を受けて行う無料法廷同

行支援業務を受任した場合も同様とする。 
 
 



●岐阜県弁護士会法律相談センター規則（抜粋） 
 
（着手金等にかかる納付金） 

第十三条 受任弁護士は、受任事件につき収受した着手金及び報酬金につき、それぞれその金額

に百分の十を乗じて計算した金額を納付金として本会に納入しなければならない。 

２ 本会は、受任事件の性格によって、委員会の定めるところにより前項の納付金の納入を免除

することができる。 
 
 
●岐阜県弁護士会弁護士紹介規則（抜粋） 
（納付金等） 
第五条 紹介を受けた会員が、依頼者から弁護士報酬を受領したときは、受領した都度、当
会に対し、その十パーセントを納付しなければならない。但し、第六条に規定する少額事
件を受任したときは、この限りでない。 

 
 
●岐阜県弁護士会当番弁護士に関する規則 
（準用） 
第十三条 紹介規則第五条はこの規則に準用する。 
 
 
●岐阜県弁護士会付添人推薦規則（抜粋） 
 （準 用） 
第七条 受任した会員の弁護士報酬及び費用並びに本会への納付金については、弁護士紹介
規則第五条を準用する。 

 
 



●島根県弁護士会私選弁護人紹介等に関する規則（抜粋） 
 
（会計） 
第十七条 私選弁護人候補者が事件を私選受任したときは，本制度の運営資金に充てるために，

その受領した弁護士報酬（着手金及び報酬をいう。）の一割を本会に納入するものとする。ただ

し，刑事被疑者弁護援助制度により受任したときは，この限りでない。 
 
 



●大分県弁護士会法律相談センター実施規則（抜粋） 
 
（負担金の納付） 
第三条の五 相談センターによる法律相談ないし弁護士の紹介により相談者から事件を受任した

会員は，受領した着手金，報酬金等の弁護士費用のうちから，次のとおり負担金を相談センタ

ーに納付しなければならない。ただし，扶助事件として受任した場合にはこの限りでない。 
一 着手金及び報酬金をそれぞれ一括で受領する旨約した場合，それぞれ受領した金員の一割を

納付する。 
二 着手金及び報酬金についてそれぞれ分割払いを約した場合は，五回以内の分割払いを約した

場合それぞれの約定の五分を納付し，五回を超える分割払いを約した場合は納付を要しない。 
 
 
●大分県弁護士会遺言センター負担金規則（抜粋） 
 
（負担金の納付） 
第三条 規程第五条の規定に基づき法律相談を実施した担当弁護士は，受領した相談料の一割に

相当する額を，負担金として，遺言センターに納付しなければならない。 
 
※規程第五条とは，以下の「大分県弁護士会遺言センター設置規程」第五条を指す。 
 
（法律相談の実施） 
第五条 法律相談は，遺言センターが随時電話等で受け付け，名簿の登載順序に従って，相談担

当弁護士を決定し，担当弁護士がその法律事務所において行う。ただし，委員会の指示がある

場合には，担当弁護士は，相談者の自宅又は入院先等に出向いて法律相談を行わなければなら

ない。 
 
 
●大分県弁護士会当番弁護士制度実施規程（抜粋） 
 
（事務手数料の納付） 
第一一条 事件を受任した弁護士は，受任事件の弁護士報酬（謄写料等の諸費用は除く。）につき，

受領の都度，大分県弁護士会刑事弁護センターにおいて定める事務手数料を大分県弁護士会に

納付する。ただし，委託援助事業を利用する弁護士又は付添人は，これを納付することを要し

ない。 
 
大分県弁護士会当番弁護士制度実施細目（抜粋） 

 
第五条 実施規定第一一条に於て納付すべき事務手数料は，受任した弁護士が受領した着手金，

報酬額の一割とする。 
 
 



●秋田弁護士会弁護人推薦制度実施細則（抜粋） 
 
第六条 推薦を受けた事件につき，着手金または報酬金を受領したときは，その金額の一割を本

会が指定する口座に振り込んで支払うものとする。但し，刑事被疑者弁護人援助制度を利用し

た場合はこの限りでない。 
 
 
 
 
 


